
令和6年度公共建物火災予防及び交通安全運動実施要綱 

１．趣旨 

火災多発期に際し、庁舎、学校等公共建物を火災から守るため町村、学校、消防等関係機関の協

力を得て、公共建物の火災予防運動を全国的に展開し、公共建物の損害防止に努めるものとする。

また、地方公共団体の運行管理者及び運転者の安全運転に対する意識の高揚をはかり、交通事故の

防止に努めるものとする。 

２．運動期間 

令和6年12月1日から令和7年3月31日まで・・・・・4ヵ月間 

３．実施方法 

(1) 「公共建物の防火診断」の配布と防火診断の実施

公共建物の施設及び管理面における防火診断の資料として「公共建物の防火診断」を作成配布

し、火災の未然防止に努める。 

(2) 「人にやさしい安全運転」の配布と安全運転診断の実施

運行管理者の運行・車両管理、運転者の安全運転診断の資料として「人にやさしい安全運転」

を作成配布し、交通事故の防止に努める。 

(3) 町村週報の活用

本会の広報誌「町村週報」に本運動期間中適切な火災予防及び交通安全の記事を掲載し、本運

動のPRを積極的に行う。 

(4) その他

各団体は公共建物の火災予防及び交通事故防止につき、上記のほか、その地域の実情に即した

計画を立案・実施し、一層効果をあげるよう努める。 
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